
7.市街地開発事業
　市街地開発事業とは、計画的な市街地形成を図るた
め、公共施設の整備とともに宅地の利用増進、建築物の
整備を一体的かつ総合的に進める面的整備事業です。

　主な事業は土地区画整理事業や市街地再開発事業な
どがありますが、本市では、土地区画整理事業を行って
います。

土地区画整理事業
　土地区画整理事業は道路、公園、下水道などの公共施
設の整備、改善や宅地の利用促進を図るため土地の区
画形質の変更及び公共施設の新設、変更を行い、良好な
市街地をつくりあげる重要なまちづくり事業です。

　本市では、現在４地区が事業完了しており、これらを
合わせると、88.4haで用途地域面積の約12.6％になっ
ています。

■土地区画整理イメージ図

■土地区画整理事業一覧

①矢板駅東

②矢板駅東第二

③鹿島町

④木幡
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番号　事業名 施行者 施行面積（ha） 事業費（百万円）計画決定年月日 事業認可年月日 換地処分 施行年度

施  

行  

者

土地所有者、借地権者ま
たは、その同意を得た者
が、１人または数人で行
うものです。

個 人

土地所有者または借地
権者が、７名以上で、土
地区画整理組合を設立
して行うものです。

組 合

市町村、都道府県が行う
ものです。

地方公共団体

市長村長、都道府県知
事、国土交通大臣が行う
ものです。

行 政 庁

住宅・土地整備公団
地方住宅供給公社など

公 団 等

Ａさんの
整理前の宅地

Ａさんの整理後の宅地 減歩された宅地

保留地減歩

公共減歩
（道路・公園などの用地になります）

●家屋移転・補償費
●道路・公園などの
　整備費
●調査設計費
●事業費
●その他

●保留地処分金
●市費
●国庫補助金
●公共施設管理者
　負担金
●助成金
●その他

保留地

事業費 財源

売
却（
事
業
費
の一
部
に
充
て
ま
す
）

土地区画整理事業の施行者
土地区画整理事業は地区の状況
に従って、施行者を次のような組
織に区分して行われています。
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7.市街地開発事業

■木幡地区

（整理後）（整理前）

16


